
目医発第508号（保119）

平成20年7月31目

都道府県医師会長殿

日本医師会長
　　唐　澤　祥　人

材料価格基準の一部改正等について

　平成20年7月1目付厚生労働省告示第353号をもって材料価格基準の一部が改正され，同

日より適用されました。

　今回の改正は，新規医療機器である「人工膝関節用材料（大腿骨側材料・全置換用材料

（皿））」及び「胸部大動脈用ステントグラフト」について，新たな機能区分および保険償

還価格が設定されたものであります。

　今回，新たな機能区分が設定されたことに伴い，同日付保医発第0701002号厚生労働省保

険局医療課長通知により，材料価格の算定に当たっての留意事項を定めた「特定保険医療

材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成20年3月5日保医発第0305005号）

が一部改正され，同じく平成20年7月1日から適用されましたが，当該改正については，

平成20年7月28日付厚生労働省保険局医療課事務連絡により一部訂正されております。

　なお，「人工膝関節用材料（大腿骨側材料・全置換用材料（皿））」に該当する製品である

「ジェネシスHオキシニウムフェモラルコンポーネント」（スミス・アンド・ネヒューオ

ーソペディックス）および「胸部大動脈用ステントグラフト」に該当する製品である「ゴ

アTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム」（ジャパンゴアテックス）については，「医

療機器の保険適用について」（平成20年6月30日保医発第0630004号）（平成20年7月1目適

用）（平成20年7月31目付日医発第507号（保118）をご参照下さい）にて，「新たな保険適

用　区分B」として保険適用されております。

　つきましては，本告示・通知の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申

し上げます。

　さらに，新たな機能区分が設定されたことに伴い，同日付保医発第0701001号厚生労働省

保険局医療課長通知により，「特定保険医療材料の定義について」（平成20年3月5目保医

発第0305008号）が一部改正され，同じく平成20年7月1目から適用されました。

　本告示・通知の内容に関して，本会において別添5のとおり整理いたしましたので，ご

参考に添付申し上げます。



なお，今回の材料価格基準告示の改正部分及び材料価格算定に関する留意事項につきま

しては，日本医師会雑誌10月号に掲載を予定しております。

（添付資料）

1．官報（平20．7．1　第4861号抜粋）

2．「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正について

　　　　（平20．7．1　保医発第0701002号厚生労働省保険局医療課長通知）

3．r特定保険医療材料の定義について」の一部改正について
　　　　（平20．7．1　保医発第0701001号厚生労働省保険局医療課長通知）

4．r特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部訂正について

　　　　（平20．7．28　厚生労働省保険局医療課事務連絡）

5．新たに機能区分及び価格が設定された医療機器（日本医師会保険医療課）
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写 保医発第0701002号

平成20年7月1目

地方社会保、険事務局長殿
都道府県民生主管部（局）

　　　国民健康保険主管課（部）長　殿

’都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　　後期高齢者医療主管課（部）長殿
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厚生労働省保険局歯科医療管理ﾘ鞍
　　　　　　　　　　　　　　矯：一一fし：二二隔：．』二，こ聾＿ノ

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する

留意事項について」の一部改正について・

　標記については、「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項につ

いて」（平成20年3月5日保医発第0305005号）により取り扱われてきたところで

あるが、本日、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部

を改正する件」（平成20年厚生労働省告示第353号）が公布され、平成20年7月

1日から適用されることとされたことに伴い、同通知を下記のとおり改正し、

平成20年7月1日から適用することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう、

関係者に対して周知徹底を図られたい。

記

1の3の（75）のイの次に次のように加える。
　ウ　胸部大動脈用ステントグラフトは、1回の手術に対し1個を限度と

　　して算定できる。
　　　なお、以下の場合には1回の手術に対し2個を限度として算定して

　　差し支えない。ただし、算定に当たっては診療報酬明細書の「摘要」

　　欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。

　　　、　1個のステントグラフトで治療が可能な長さを超えるため、複数

　　　個の使用が必要な場合



　b　中枢側及び末梢側の固定部位の血管径が異なり、1個のステント

　　グラフトで許容できる範囲を超えるため、複数個の組み合わせによ．

　　る使用が必要な場合

工　胸部大動脈用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学

　会の定める当該材料の実施基準に準じること。

　別紙058（11）中「人工膝関節K　I－11」を「人工膝関節K　I－12」に

改め、同（11）を同（12）とし、同（10）中「人工膝関節KP－10」を「人工膝

関節KP－11」に改め、同（10）を同（11）とし、同（9）中「人工膝関節KP－

9」を「人工膝関節KP－10」に改め、同（9）を同（10）とし、同（8）中「人

工藤関節KH－8」を「人工膝関節KH－9」に改め、同（8）を同（9）とし、

同（7）中「人工膝関節KH－7」を「人工膝関節KH－8」に改め、同（7）を

同（8）とし、同（6）中「人工膝関節KT－6」を「人工膝関節KT－7」に改

め、同（6）を同（7）とし、同（5）中「人工膝関節KT－5」を「人工膝関節KT

－6」に改め、同（5）を同（6）とし、同（4）中「人工膝関節KH－4」を「人工

膝関節KH－5」に改め、同（4）を同（5）とし、同（3）中「人工膝関節KH－3」

を「人工膝関節KH－4」に改め、同（3）を同（4）とし、同（2）の次に次のよう

に加える。

　（3）大腿骨側材料・全置換用材料（皿）　　　　　　人工膝関節KF－3



保医発第0701001号

平成20年7月1目

地方社会保険事務局長殿
都道府県民生主管部（局）

　　　国民健康保険主管課（部）長　殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　　後期高齢者医療主管課（部）長殿

厚生労働省保険局医療課
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「特定保険医療材料の定葬について」．の一部改正について

　標記については、「特定保険医療材料φ定義について」（平成20年3月5日保医発

第0305008号）により取り扱われてきたところであるが、本日、「特定保険医療材

料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」（平成20年厚生労働

省告示第353号）が公布され、平成20年7月1日から適用されることとされたこ

とに伴い、同通知を次のように改正し、平成20年7月1日から適用する．こととし

たので、その取扱いに遺漏のないよう、関係者に対して周知徹底客層ら、れたい。

記

　（別表）Hの・58（3）⑪を同⑫とし、同③々・ら同⑩までを・同④から同⑪までとし・

同②の次に次のように加える。

③　大腿骨側材料・全置換用（皿）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　膝関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する材料であること。

　イ　置換する部位が全置換用（再置換用を含む。）であること・

　ウ　再建用大腿骨遠位補綴用及び再建用木腿骨表面置換用に該当しないこと・

　工　固定方法が間接固定であること。
　オ　材質が表面酸化処理ジルコニウ云合金であること。



　（別表）Hの146（3）②の次に次のように加える。　　　　　　　　　　　　…　　孫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事．

　ア　胸部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。

　イ　胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するため

　　　の付属品を含んでいるものであること。

③胸部大動脈用ステントグラフト　　　　　　　　　　霧…
　　次のいずれにも該当すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　螂　　1



⑧
事　　務　　連　　絡

平成20年7月28日

地方社会保険事務局都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する

留意事項について」の一部訂正について

　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成20年3月5日付

保医発第0305005号）について、別紙のとおり訂正するので・その取扱いに遺漏のない

よう関係者に対し、周知徹底を図られたい。



特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について

　　　　　　（平成20年3月5日保医発第0305005号）
圃

IV　診療報酬明細書における略称の使用に関する事項
男1』紙1こ掲些ずる特定保険医療材料については、診療報酬明細書に記載する場合に・同表に定める略称を使用して差し支えない・

告示名
略称

058人工膝関節用材料

（1）大腿骨側材料・全置換用材料（1）
人工膝関節KF－1

（2）大腿骨側材料・全置換用材料（H） 人工膝関節KF－2

（翼言）大腿骨側材料・全置換用材料（皿）
人工膝関節KF－3r2二旦

（塾萄大腿骨側材料・片側置換用材料（1）
人工膝関節KH－4＿旦

（壷）大腿骨側材料・片側置換用材料（H）
人工膝関節KH一呑三

（旦6）脛骨側材料・全置換用材料（1）
人工膝関節KT一与旦

人工膝関節KT一早旦

（エ8）脛骨側材料・片側置換用材料（1）
人工膝関節KH一書エー

（輿）脛骨側材料・片側置換用材料（H）
人工膝関節KH一一9一旦

（9憩）膝蓋骨材料・膝蓋骨置換用材料（1）
人工膝関節KP一千0・＿旦

（1聾レ）膝蓋骨材料・膝蓋骨置換用材料（H）
人工膝関節KP－44一⊥一Ω．

（旦盤）インサート
人工膝関節K　I－4－2一⊥ユー

1



1新たに機能区分及び価格が設定された医療機器

1．人工膝関節用材料　大腿骨側材料　全置換用材料（皿） 357，100円

【販売名】『ジェネシス皿　オキシニウム　フエモラルコンポーネント』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【薬事法承認番号：22000BZXOO120000】

（※本製品については，平成20年6月30日保医第0630004号で保険適用されている。）

O平成20年7月1日　　厚生労働省告示第353号　　（平成20年7月1日適用）

告示（材料価格基準）

（別表）

皿　医科点数表の第2章第3部，第4部，第6部，第9部，第10部及び第11部に規定する
特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

　　058　人工膝関節用材料

　　　　（1）　大腿骨側材料

　　　　　①全置換用材料（1）　　　　　　　　　338，000円
　　　　　②全置換用材料（皿）　　　　　　　　　334，000円

　　　　　③∠一＿　　　　　　　旦処置
　　　　　④片側置換用材料（1）　　　　　　　　190，000円
　　　　　⑤片側置換用材料（1【）　　　　　　　　184，000円

※材料価格基準（平成20年3月5日厚生労働省告示第61号）の別表中、下線部を追加・

　変更。

O平成20年7月1日　　保医発第0701002号（平成20年7月1日適用）
O平成20年7月28日　厚生労働省保険局医療課事務連絡

　材料価格算定の留意事項

平成20年3月5日保医発第0305005号の（別紙）058を以下のように改める。

003～057　（略）

告示名 略称

058　人工膝関節材料

（1）大腿骨側材料・全置換用材料（1） 人工膝関節KF－1
（2）大腿骨側材料・全置換用材料（n） 人工膝関節KF－2
（2－2）大腿骨側材料・全置換用材料（皿） 人工膝関節KF－2－2
（3）大腿骨側材料・片側置換用材料（1） 人工膝関節KH－3
（4）大腿骨側材料・片側置換用材料（II） 人工膝関節KH－4
（5）脛骨側材料・全置換用材料（1） 人工膝関節KT－5
（6）脛骨側材料・全置換用材料（n） 人工膝関節KT－6
（7）脛骨側材料・片側置換用材料（1） 人工膝関節KH－7
（8）脛骨側材料・片側置換用材料（■） 人工膝関節KH－8
（9）膝蓋骨材料・膝蓋骨置換用材料（1） 人工膝関節K　P－9

（10）膝蓋骨材料・膝蓋骨置換用材料（n） 人工膝関節KP－10
（11）インサート 人工膝関節K　I－11

※　変更等下線部



※平成20年7月1日保医発第0701002号により改正された材料価格算定の留意事項につ

　いては，平成20年7月28目厚生労働省保険局医療課事務連絡により上表のように訂正

　されている。

O平成20年7月1日保医発第0701001号（平成20年7月1日適用）
特定保険医療材料の定義

　平成20年3月5日保医発第
0305008号の（別表）nの058（3）

の③～⑪を④～⑫に改め，②の

次に右のように加える。

※下線部参照

（別表）

■医科点数表の第2章第3部，第4部，第6部，第9部，
第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィ

ルムを除く。）及びその材料価格

058　人工膝関節用材料

　　（3）機能区分の定義

　　　①，②略

　　　③　大腿骨側材料・全置換用（皿）

次のいずれにも該当すること。

ア　膝関節の機能を代替するために大腿骨側に

イ　置換する部位が全置換用（再置換用を含む。）

　　使用する材料であること。

ウ

であること。

再建用大腿骨遠位補綴用及び再建用大腿骨

表面置換用に該当しないこと◎

オ　材質が表面酸化処理ジルコニウム合金であ

工　固定方法が間接固定であること。

　
ロ

とこる

④～⑫

2．大動脈用ステントグラフト　胸部大動脈用ステントグラフト　　1，620，000円

【販売名】『ゴアTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【薬事法承認番号：22㎜昭00185㎜】
（※本製品については，平成20年6月30目保医第0630004号で保険適用されている。）

O平成20年7月1日　　厚生労働省告示第353号　　（平成20年7月1日適用）

告示（材料価格基準）

　（別表）

H　医科点数表の第2章第3部，第4部，第6部，第9部，第10部及び第11部に規定する
特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

　　146大動脈用ステントグラフト
　　　　（1），（2）略

　　　　（3）胸部大動k用ステントグラフト　　　　　　　1，620，000円

※材料価格基準（平成20年3月5日厚生労働省告示第61号）の別表に下線部を加える。



O平成20年7月1日　　保医発第0701002号（平成20年7月1日適用）
材料価格算定の留意事項

　平成20年3月5日保医発第
0305005号の1の3の（75）イの
次にウ，エを右のように加える。

※下線部参照

1　診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第52

号）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

3　在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材
料（フィルムを除く。）に係る取扱い

（75）大動脈用ステントグラフト

　ア，イ　　（略）

　ウ　胸部大動民用ステントグラフトは　1回の手術
に対し1個を限度として算定できる。

なお　以下の場合には1回の手術に対し2個を
限度として算定して差し支えない。ただし　算定

に当たっては診療報酬明細書の「摘要」欄に複数

個の当該材料による治療が適応となる旨を記載す
ること。

a　1個のステントグラフトで治療が可能な長
さを超えるため　複数個の使用が必要な場合

b　中枢側及び末梢側の固定部位の血管径が異
なり　1個のステントグラフトで許容できる範

囲を超えるため複数個の組み合わせによる使

　当たっては関係学会の定める当該材料の実施基
工

用が必要な場合

胸部大動脈用ステントグラフトを使用するに

準に準じること。

O平成20年7月1日　　保医発第0701001号（平成20年7月1日適用）
特定保険医療材料の定義

　平成20年3月5目保医発第
0305008号の（別表）nの146（3）

②の次に右のように③を加え
る。

※下線部参照

（別表）

皿　医科点数表の第2章第3部，第4部，第6部，第9
部，第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料

　（フィルムを除く。）及びその材料価格

146大動脈用ステントグラフト
　　（3）　機能区分の定義

　　　①，②　（略）

　　　③胸部大動医用ステントグラフト
次のいずれにも該当すること。

ア　胸部大動氏瘤の治療を目的に使用されるも
　のであること。

イ　胸部大動kに留置するステントグラフト及
びステントグラフトを挿入するための付属品
を含んでいるものであること◎

（日本医師会保険医療課）




